
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
十
一
月
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

新
　
　
海
　
　
治
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

十
一
月
八
日

号
外
第
七
十
六
号

木　曜　日

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

政
党
の
支
部

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
富
士
吉
田
市
　

武
　
川
　
　
　
勉

権
　
正
　
四
　
郎
　

富
士
吉
田
市
下
吉
田
三
二
三
一
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

第
四
支
部

十
月
三
十
一
日
　

十
一
月
六
日

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

渡
辺
よ
し
や
す
後
援
会
　

渡
　
辺
　
元
　
春

渡
　
辺
　
勝
　
宣
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
四
二
八
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

十
月
二
十
一
日
　

十
月
二
十
三
日

正
純
会
　

渡
　
辺
　
勝
　
利

北
　
村
　
邦
　
夫
　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
二
五
〇
〇
　

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

十
一
月
一
日
　

十
一
月
二
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
六
号
　
　
平
成
十
九
年
十
一
月
八
日

二

新
　

饗
　
場
　
紀
　
典

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

山
梨
県
電
気
工
事
政
治
連
盟

旧
　

高
　
橋
　
光
　
治

十
月
十
六
日
　

十
月
三
十
日

新
　

甲
府
市
上
石
田
一
│
一
三
│
二
一

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

公
明
党
山
梨
県
本
部

旧
　

甲
府
市
北
口
二
│
一
五
│
三
　
北
口
ビ
ル
４
Ｆ

十
一
月
一
日
　

十
一
月
二
日

新
　

中
　
山
　
善
　
雄

大
　
竹
　
裕
　
子

甲
府
市
上
石
田
一
│
一
三
│
二
一

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

公
明
党
山
梨
第
一
総
支
部

旧
　

堀
　
内
　
征
　
治

中
　
山
　
善
　
雄

甲
府
市
宮
原
町
三
九
│
八

十
一
月
一
日
　

十
一
月
二
日

新
　

久
　
島
　
博
　
道

上
野
原
市
上
野
原
二
〇
〇
〇

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

公
明
党
山
梨
第
二
総
支
部

旧
　

佐
藤
み
ど
り

富
士
吉
田
市
上
吉
田
五
│
八
│
一
一

十
一
月
一
日
　

十
一
月
二
日

新
　

設
　
楽
　
愛
　
子

中
央
市
東
花
輪
二
〇
五
四
│
八

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

公
明
党
山
梨
第
三
総
支
部

旧
　

小
　
林
　
永
　
子

甲
斐
市
万
才
一
六
九
│
七

十
一
月
一
日
　

十
一
月
二
日

新
　

向
　
山
　
一
　
夫

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

自
由
民
主
党
山
梨
県
整
骨
師
支
部

旧
　

西
　
村
　
政
　
重

五
月
十
二
日
　

十
一
月
六
日

新
　

向
　
山
　
一
　
夫

平
成
十
九
年
　

平
成
十
九
年

山
梨
県
整
骨
師
連
盟

旧
　

西
　
村
　
政
　
重

五
月
十
二
日
　

十
一
月
六
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


